
- 1 - 

令和２年 内閣府と関係府省との間で調整を⾏った提案（A） 
 

「対応方針欄」 実現・対応できるもの・・・・・① 
        実現・対応できないもの・・・・② 

 
１ ⻑野県発案の提案 

No 
提案項目 

【所管府省】 
（根拠法令等） 

概    要 政府対応方針 

１ 

家畜伝染病に係るワク
チン接種を家畜防疫員
以外の⺠間獣医師でも
実施可能とすること 

【農林⽔産省】 
（家畜伝染病予防法） 
 
※重点事項に選定 

【現状】 
豚熱ワクチン接種は県職員かつ
獣医師である家畜防疫員しか⾏
えず、家畜防疫員の業務の負担
が増大している。 
 
【提案】 
⺠間獣医師も予防的ワクチン接
種を可能とする。 

① 
豚熱の予防的ワクチン接種（初
回接種を除く。）については、確
実かつ継続的な接種体制の整
備を図るため、令和２年度中に
「豚熱に関する特定家畜伝染
病防疫指針」（令２農林⽔産大
臣）を改正し、家畜防疫員（ 
53 条３項）に加え、都道府県知
事の管理下に置かれる⼀定の
要件を満たす獣医師が実施す
ることを可能とする。 

２ 

治山事業における複数
年契約制度の導⼊ 

【農林⽔産省】 
（森林法等） 

【現状】 
近年⼭地災害が激甚化・多様化
し、大規模な⼭腹・渓間工事や地
すべり防止工事が増加してお
り、事業が複数年度にわたるこ
とが多いが、治⼭事業は単年度
事業とされているため、毎年⼊
札事務や仮設工事等の事務や経
費が発生している。 
 
【提案】 
複数年契約を可能とする。 

① 
治⼭事業（10 条の 15 第４項４
号）については、国庫債務負担
⾏為（財政法（昭 22 法 34）15
条）により複数年にわたる契約
を締結した過去の事例と併せ
て、国庫債務負担⾏為の活⽤に
ついて、令和２年度中に都道府
県に通知する。 
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No 
提案項目 

【所管府省】 
（根拠法令等） 

概    要 政府対応方針 

3 

「農業振興地域制度に
関するガイドライン」
における農用地区域か
らの除外に係る要件の
明確化 

【農林⽔産省】 
（農業振興地域制度に
関するガイドライン） 

【現状】 
農業振興地域の整備に関する法
律第 10 条第３項各号の要件は
満たすものの、農⽤地としての
必要性が失われたと認められる
土地について、農業振興地域制
度に関するガイドライン上、農
⽤地区域から除外できるか明確
に示されていない。 
 
【提案】 
可能であることをガイドライン
に明確に記載する。 

① 
市町村（特別区を含む。）の定め
る農⽤地利⽤計画（10 条３項）
については、農業振興地域にお
ける農業生産の基盤の保全、整
備及び開発の⾒地から必要な
限度において、農業上の⽤途を
指定して定めるものであるこ
とを明確化する。 

４ 

開発⾏為の許可不要施
設の整備に係る農用地
区域の変更にあたり基
礎調査を前提としない
旨の明確化 

【農林⽔産省】 
（農業振興地域制度に
関するガイドライン） 

【現状】 
農⽤地において開発⾏為の許可
が不要な施設を整備した場合、
整備中又は整備後に農⽤地区域
を変更する必要があるが、基礎
調査を⾏わなくても随時農⽤地
区域から除外できるかどうか、
農業振興地域制度に関するガイ
ドライン上、明確に示されてい
ない。 
 
【提案】 
基礎調査を前提としないことを
ガイドラインに明確に記載す
る。 

① 
農⽤地区域内における開発⾏
為の許可が不要な⾏為（15条の
２第１項ただし書）により農⽤
地等とすることが適当でなく
なった場合の農業振興地域整
備計画の変更（13 条１項）につ
いては、同計画に関する基礎調
査（12 条の２第１項）を実施す
る必要がないことを明確化す
る。 
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No 
提案項目 

【所管府省】 
（根拠法令等） 

概    要 政府対応方針 

５ 

「農業振興地域制度に
関するガイドライン」
の記載事項の削除 

【農林⽔産省】 
（農業振興地域制度に
関するガイドライン） 

【現状】 
農⽤地において開発⾏為の許可
が不要な施設は農業地域の振興
に関する法律第 15 条の２第１
項第 1 号から第 12 号までに規
定されているが、農業振興地域
制度に関するガイドラインにお
ける「開発⾏為の許可が不要（規
則第 37 条）」との記載が、規則
第 37 条に該当する場合のみ開
発⾏為の許可が不要であるかの
ような誤解を生んでいる。 
(規則第 37 条は、上記下線部第 11
号のみにかかる規定) 
 
【提案】 
ガイドラインから「（規則第 37
条）」の文言を削除する。 

① 
農⽤地区域内における開発⾏
為の許可が不要な⾏為（15条の
２第１項ただし書）について
は、公益性が特に高いと認めら
れる事業の実施に係る⾏為の
うち農業振興地域整備計画の
達成に著しい支障を及ぼすお
それが少ないと認められるも
の（施⾏規則 37 条）に限定さ
れないことを明確化する。 
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２ 他の地方公共団体等との共同提案 

No 

提案項目 
［提案団体］ 
【所管府省】 

（根拠法令等） 

概    要 政府対応方針 

１ 

自作農創設特別措置法
に基づく農地買収に関
する欄外登記の看過に
より発生した二重登記
事案における事務処理
の簡素化 

［宮城県、秋⽥県、⻑野
県、三重県、広島県］ 
 
【法務省、農林⽔産省】 
（自作農創設特別措置登
記令等） 
 
※重点事項に選定 

【現状】 
国が戦後の農地解放で自作農創
設特別措置法により農地を買収
した際、特例により簡易な登記
（欄外登記）を⾏っていたが、法
務局が欄外登記を看過して旧所
有者からの登記申請を受け付
け、⼆重登記となっている事例
が発生しており、次のような問
題が生じている。 
①⼆重登記を解消するには関係

者全員からの承諾書が必要だ
が、相続等により関係者が多
数に上ることや、法務局の過
失が原因であることから収集
が困難。 

②⼆重登記の名義人から時効取
得の申出があった場合、自作
農財産紛争処理等連絡協議会
に諮る必要があるが、不定期
開催のため迅速な解決が困
難。 

③昭和時代の資料が根拠資料と
して必要となるため、収集が
困難 

 
【提案】 
・時効取得手続きの簡素化 
・自作農財産紛争処理等連絡協

議会開催スケジュールの明確
化 

・自作農財産紛争処理等連絡協
議会で時効取得が認められな
かった場合の法務局における
職権消除の義務化 

① 
自作農創設特別措置法に基づく
買収による登記が看過され、占有
者等への所有権の移転の登記（以
下「⼆重登記」という。）がされ
た国有農地については、以下の措
置を講ずる。 
・占有者等の登記の抹消に係る

承諾書の取得などの⼆重登記
を解消するための事務は都道
府県の管理事務に含まれない
ことを、地方農政局及び都道府
県に通知する。 

・⼆重登記に関し占有者等への
売払いや自作農財産紛争処理
等連絡協議会における時効取
得に関する手続が利⽤可能で
あることについて、法務局及び
地方法務局において占有者等
に情報提供することとし、その
旨を法務局及び地方法務局に
通知する。 
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No 

提案項目 
［提案団体］ 
【所管府省】 

（根拠法令等） 

概    要 政府対応方針 

２ 

郵便局において取り扱
わせることが可能な事
務の要件緩和 

［泰⾩村、⻑野県、大町
市、⻑和町、⼭ノ内町、
飯綱町、原村、天龍村、
豊丘村、筑北村］ 
 
【総務省、法務省】 
（地方公共団体の特定
の事務の郵便局におけ
る取扱に関する法律） 
 
※重点事項に選定 

【現状】 
支所の窓⼝業務を郵便局に委託
するに当たり、以下の業務につ
いては郵便局員だけでは処理が
できず、自治体職員を郵便局に
常駐させなければならない。 
①住⺠異動届 
②印鑑登録事務 
③地方公共団体の特定の事務の

郵便局における取扱に関する
法律第２条において、交付、請
求の受付、引き渡しが可能と
されている各種証明書の交付
決定 

④代理人による届出の受付 
 
【提案】 
郵便局員に取り扱わせることを
可能とする 

① 
【総務省】 
（ⅰ）以下に掲げる地方公共団体
の事務については、地方公共団体
が指定する郵便局において取り
扱わせることができる事務（２
条）に追加する。 
①転出届（住⺠基本台帳法（昭 42

法 81）24 条）の受付及び転出
証明書（住⺠基本台帳法施⾏令
（昭 42 政令 292）23 条１項）
の引渡し 

②印鑑登録の廃止申請（印鑑登録
証明事務処理要領（昭 49 自治
省⾏政局振興課⻑）第５の１）
の受付 

③署名⽤電⼦証明書の発⾏の申
請（電⼦署名等に係る地方公共
団体情報システム機構の認証
業務に関する法律（平 14 法
153）３条１項）の受付及び当
該申請に係る署名⽤電⼦証明
書の提供（同条７項）並びに署
名⽤電⼦証明書の失効を求め
る旨の申請（同法９条１項）の
受付 

④利⽤者証明⽤電⼦証明書の発
⾏の申請（同法 22 条１項）の
受付及び当該申請に係る利⽤
者証明⽤電⼦証明書の提供（同
条７項）並びに利⽤者証明⽤電
⼦証明書の失効を求める旨の
申請（同法 28 条１項）の受付 

（ⅱ）上記①及び②並びに納税証
明書の交付の請求の受付等（２条
２号から５号）の事務について
は、代理人による届出の受付等の
取扱いを可能とし、その旨を、上
記①及び②については地方公共
団体が指定する郵便局において
取り扱わせることができる事務
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No 

提案項目 
［提案団体］ 
【所管府省】 

（根拠法令等） 

概    要 政府対応方針 

（２条）の追加に係る⾒直しに合
わせて、納税証明書の交付の請求
の受付等の事務については令和
２年度中に、それぞれ地方公共団
体に通知する。 
（関係府省︓法務省） 
（ⅲ）市区町村の職員による対面
の本人確認等が必要な窓⼝業務
について、⾏政手続のデジタル化
の観点や郵便局を活⽤した住⺠
サービスの在り方に関する検討
等を踏まえつつ、郵便局における
ワンストップサービスに資する
運⽤を検討し、その結果に基づい
て必要な措置を講ずる。 
【法務省】 
代理人による⼾籍謄本等の交
付の請求の受付等（２条１号）
については、郵便局における取
扱いを可能とし、その旨を地方
公共団体に令和２年度中に通
知する。 
（関係府省︓総務省） 

 
以上 


